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�愛媛県告示第８００号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成２１年６月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８０１号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業所の名称を変更した旨の届出があった。

平成２１年６月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８０２号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成２１年６月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

� 目 次 �
告 示

○ 指定障害福祉サービス事業者の指定……………………………………５６８

○ 指定障害福祉サービス事業を行う事業者の名称の変更………………５６８

○ 指定障害福祉サービス事業を行う事業者の所在地の変更……………５６８
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○ 指定障害者支援施設の指定の辞退………………………………………５６９
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○ 指定相談支援事業の廃止…………………………………………………５７０

○ 新たな土地改良事業の施行の認可………………………………………５７０

○ 道路の区域変更（県道久谷森松停車場線）……………………………５７０

発 行 愛 媛 県

○ 道路の供用開始（県道久谷森松停車場線）……………………………５７０

○ 道路の区域変更（県道久万中山線）……………………………………５７１

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………５７１

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………５７１

公 告

○ 登録販売者試験の実施……………………………………………………５７１

○ 職業訓練指導員試験の実施………………………………………………５７１

○ 海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画……………………５７２

雑 報

○ 公示送達（２件）…………………………………………………………５７３

事業者番号

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者
指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日氏名又は名称 主たる事務所

の 所 在 地 代表者の氏名
名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８１３４０００１１
社会福祉法人久万
高原町社会福祉協
議会

上浮穴郡久万高原
町久万４５番地２ 大 野 睦 郎 居宅介護

久万高原町社会福
祉協議会指定障害
者居宅介護事業所
久万

久万高原町社会福
祉協議会指定障害
者居宅介護事業所

上浮穴郡久万高原
町久万４５番地２

平成２１年
４月１日

３８１３４０００１１
社会福祉法人久万
高原町社会福祉協
議会

上浮穴郡久万高原
町久万４５番地２ 大 野 睦 郎 重度訪問介護

久万高原町社会福
祉協議会指定障害
者居宅介護事業所
久万

久万高原町社会福
祉協議会指定障害
者居宅介護事業所

上浮穴郡久万高原
町久万４５番地２

平成２１年
４月１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０２０００５９ アキラ産業有限会社 今治市松本町五丁目２
－３ 田 坂 力 就労継続支援

Ｂ型 ドリーム工房 今治市菊間町浜１１４７－
３

平成２１年
５月７日

毎週（火・金）曜日発行 第２０７２号 平成２１年６月９日

平成２１年６月９日火曜日 第２０７２号

愛 媛 県 報

５６８
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�愛媛県告示第８０３号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業を廃止した旨の届出があった。

平成２１年６月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８０４号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４７条の規定により、次のとおり指定障害者支援施設の指定の辞退があった。

平成２１年６月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 設 置 者

施設障害福祉
サービスの種類

辞退に係る指定障害者支援施設
辞 退
年 月 日

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 設 置 の 場 所

３８１１５０００１０ 社会福祉法人愛媛県社
会福祉事業団

松山市道後町２－１２－
１１ 野 本 俊 二 旧知的障害者

更生施設支援 重信清愛園 東温市田窪２１３７番地 平成２１年
３月３１日

３８１３５０００１８ 社会福祉法人愛媛県社
会福祉事業団

松山市道後町２－１２－
１１ 野 本 俊 二 旧身体障害者

療護施設支援 松前清流園 伊予郡松前町大間６８６
番地

平成２１年
３月３１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
届 出
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０１０１３５６ リブサポート株式会社 松山市朝生田町一丁目
１５番１０号 中 川 貴 美 重度訪問介護 介護支援センターあい

ぷらす
松山市朝生田町一丁目
１５番１０号

平成２１年
２月２８日

３８１１５００１２７ 社会福祉法人馴鹿 東温市西岡乙３－５８ 柳 澤 昌 三 自立訓練（生
活訓練） アイセルプ 東温市西岡乙３－４ 平成２１年

３月３１日

３８１３４０００２９ 社会福祉法人久万高原
町社会福祉協議会

上浮穴郡久万高原町久
万４５番地２ 大 野 睦 郎 居宅介護

久万高原町社会福祉協
議会指定障害者居宅介
護事業所美川

上浮穴郡久万高原町上
黒岩２９２０番地１

平成２１年
３月３１日

３８１３４０００２９ 社会福祉法人久万高原
町社会福祉協議会

上浮穴郡久万高原町久
万４５番地２ 大 野 睦 郎 重度訪問介護

久万高原町社会福祉協
議会指定障害者居宅介
護事業所美川

上浮穴郡久万高原町上
黒岩２９２０番地１

平成２１年
３月３１日

３８１３５０００１８ 社会福祉法人愛媛県社
会福祉事業団

松山市道後町２－１２－
１１ 野 本 俊 二 短期入所 松前清流園 伊予郡松前町大間６８６

番地
平成２１年
３月３１日

３８１３９０００１０ 社会福祉法人宇和島福
祉協会

宇和島市三浦東４１２２番
地４ 緒 賀 正 輝 居宅介護 ヘルパーステーション

ネット
北宇和郡松野町豊岡４５
９４番地

平成２１年
３月３１日

３８１３９０００１０ 社会福祉法人宇和島福
祉協会

宇和島市三浦東４１２２番
地４ 緒 賀 正 輝 重度訪問介護 ヘルパーステーション

ネット
北宇和郡松野町豊岡４５
９４番地

平成２１年
３月３１日

３８１０２００３１５ 有限会社山茶花 今治市阿方甲４２４番地
１ 阿 部 紘 子 居宅介護 ほっと介護センターさ

ざんか
今治市阿方甲４２４番地
１

平成２１年
４月２１日

３８１０２００３１５ 有限会社山茶花 今治市阿方甲４２４番地
１ 阿 部 紘 子 重度訪問介護 ほっと介護センターさ

ざんか
今治市阿方甲４２４番地
１

平成２１年
４月２１日

事業者番号

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者
指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日氏名又は名称 主たる事務所

の 所 在 地 代表者の氏名 名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８１０１００８３８ 有限会社クオラ 松山市衣山四丁目
８２２番地９ 松 野 重 弘 居宅介護

障害者支援事業所
オリオンケアサー
ビス

松山市高岡町７４７
－２第３Ｓビル１０
２号室

松山市衣山四丁目
８２２番地９

平成２０年
４月１日

３８１０１００８３８ 有限会社クオラ 松山市衣山四丁目
８２２番地９ 松 野 重 弘 重度訪問介護

障害者支援事業所
オリオンケアサー
ビス

松山市高岡町７４７
－２第３Ｓビル１０
２号室

松山市衣山四丁目
８２２番地９

平成２０年
４月１日

３８１０１００６４８
社団法人松山市シ
ルバー人材センタ
ー

松山市若草町８－
３ 麻 生 俊 介 居宅介護 松山シルバー中島

居宅介護事業所
松山市小浜甲５５８
番地

松山市中島大浦４７
６４番地

平成２１年
４月１日

３８１０１００６４８
社団法人松山市シ
ルバー人材センタ
ー

松山市若草町８－
３ 麻 生 俊 介 重度訪問介護 松山シルバー中島

居宅介護事業所
松山市小浜甲５５８
番地

松山市中島大浦４７
６４番地

平成２１年
４月１日

３８２３９０００２６ 社会福祉法人宇和
島福祉協会

宇和島市三浦東４１
２２番地４ 緒 賀 正 輝 共同生活介護 フレンドホーム 北宇和郡松野町松

丸４２３番地１
北宇和郡松野町豊
岡４５９８番地２

平成２１年
４月１日

３８２３９０００２６ 社会福祉法人宇和
島福祉協会

宇和島市三浦東４１
２２番地４ 緒 賀 正 輝 共同生活援助 フレンドホーム 北宇和郡松野町松

丸４２３番地１
北宇和郡松野町豊
岡４５９８番地２

平成２１年
４月１日

３８１０１００５１５ 社会福祉法人白寿
会

松山市天山２丁目
５番５号 宇都宮 一 泰 居宅介護 ヘルパーステーシ

ョン白寿
松山市天山二丁目
３番２６号

松山市天山二丁目
４番１７号

平成２１年
４月１６日

愛 媛 県 報平成２１年６月９日 第２０７２号

５６９
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�愛媛県告示第８０７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

西条市三芳土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業

（農業用用排水施設整備事業・六反地下地区）の施行を平成２１年６

月１日認可した。

平成２１年６月９日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

�愛媛県告示第８０５号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定相談支援事業者から次のとおり指定相談支援事業所の名称

を変更した旨の届出があった。

平成２１年６月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８０６号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定相談支援事業者から次のとおり指定相談支援を廃止した旨

の届出があった。

平成２１年６月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年６月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年６月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号

指 定 相 談 支 援 事 業 者 指 定 相 談 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名
名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８３０１０１３７８ 社会福祉法人泰斗福
祉会

松山市苞木甲２０２番
地１ 森 一 哉 かなさんどう指定相

談支援事業所
泰斗福祉会指定相談
支援事業所

松山市苞木甲２０２番
地１

平成２１年
４月２０日

事業者番号
指 定 相 談 支 援 事 業 者 廃止に係る指定相談支援事業所

届 出
年 月 日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８３０１０００１６ 社会福祉法人 松山市社
会福祉事業団 松山市若草町８番地２ 中 村 時 広 松山市社会福祉事業団指

定相談支援事業所 松山市若草町８番地２ 平成２１年
３月３１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

松山市浄瑠璃町甲４３２番２から

同町甲４９７番５地先まで

旧 １５．０～１５．０ ０．００５

新 １６．０～１６．０ ０．００５

県 道 久谷森松停車場線
松山市浄瑠璃町甲５１０番１地先から

同町甲９９７番３まで

旧 ２２．５～２２．５ ０．００９

新 ２２．５～２５．５ ０．００９

松山市浄瑠璃町甲８８８番３

旧 １７．０～２３．５ ０．０１４

新 １７．０～２３．５ ０．０１４

愛 媛 県 報平成２１年６月９日 第２０７２号

５７０
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公 告

�公 告

登録販売者試験の実施について

薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第３６条の４第１項の規定により、

平成２１年登録販売者試験を次のとおり実施する。

平成２１年６月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の日時

平成２１年１０月３１日（土）午前１０時３０分

２ 試験の場所

愛媛大学

３ 受験申請書の提出期間

平成２１年７月１３日（月）から７月３１日（金）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験申請書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所（松山市の区域

にあっては、松山保健所）と、県外居住者については愛媛県保健

福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。
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職業訓練指導員試験の実施について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第３０条の規定に基づ

き、職業訓練指導員試験を次のとおり実施する。

平成２１年６月９日

�愛媛県告示第８１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年６月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年６月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８１２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２１年６月９日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久谷森松停車場線
松山市浄瑠璃町甲４３２番２から

同町甲９９７番３まで
平成２１年６月９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久万中山線
伊予郡砥部町高市２５６７番４から

同町高市２５９２番まで

旧 ４．６～１１．８ ０．５４９

新 ８．５～５３．７
４．６～１１．８

０．６１０
０．５４９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久万中山線
伊予郡砥部町高市２５６７番４から

同町高市２５９２番まで
平成２１年６月９日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２１中局建（開）第１０号

平成２１年６月２日
伊予郡松前町大字永田字銭塚１番７

伊予郡松前町大字筒井６００番地３

篠 崎 哲 也
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愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験を実施する職種

� 学科試験（関連学科及び指導方法）を実施する職種

機械科、和裁科、木工科及び配管科

� 学科試験（指導方法）を実施する職種

職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）別

表第１１に掲げる全職種（�に掲げる職種を除く。）
２ 試験の実施期日

平成２１年９月２７日（日）

３ 試験の実施場所

松山市西垣生町２１８４番地

独立行政法人雇用・能力開発機構愛媛センター

４ 受験申請書の提出期間

平成２１年７月１７日（金）から７月２８日（火）までとする。ただ

し、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付け

る。

５ 受験申請書の提出先

松山市一番町４丁目４番地２

愛媛県経済労働部管理局労政雇用課

６ 合格発表

平成２１年１０月中旬に愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、合格し

た者に通知する。

７ その他

� 受験手続の詳細を記載した受験案内及び受験申請書は、労政

雇用課において交付する。

なお、郵送を希望する者は、あて先を明記し、１２０円分の郵

便切手をはった返信用封筒を同封の上、労政雇用課へ申し込む

こと。

� この試験についての問い合わせは、労政雇用課技能振興係

（電話（０８９）９１２－２５０４）にすること。

�������
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海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画について

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第７７号）

第４条第７項の規定に基づき、海洋生物資源の保存及び管理に関す

る愛媛県計画（平成２０年１２月２６日付け公告）を次のとおり変更した。

平成２１年６月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画

１ 海洋生物資源の保存及び管理に関する方針

県は、海洋生物資源の保存及び管理の一層の推進を図るため、

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第７７号。

以下「法」という。）第３条第１項に規定する基本計画において

定められた第１種特定海洋生物資源ごとの本県における漁獲可能

量（以下「知事管理量」という。）及び第２種特定海洋生物資源

の本県の漁業者に係る漁獲努力可能量（以下「知事管理努力量」

という。）の管理に関し、次のとおり必要な措置を講じることと

する。

� 必要に応じて漁業者等の指導、採捕の数量又は漁獲努力量の

公表その他の知事管理量及び知事管理努力量の管理の実効性を

担保するための措置を講じるため、本県における第１種特定海

洋生物資源の採捕実績（他県からの入漁者の採捕実績を含む。）

及び本県の漁業者に係る第２種特定海洋生物資源の操業実績の

的確な把握に努める。

� 海洋生物資源の分布、回遊状況及び内容、当該資源を取り巻

く環境等についてのより詳細な科学的データ及び知見を蓄積す

るため、愛媛県農林水産研究所水産研究センターを中心とし、

国又は関係都道府県との連携の下、資源調査体制の充実強化を

図る。

また、引き続き従来からの資源管理型漁業を推進するほか、

法第１３条第２項に規定する協定に係る制度（以下「協定制度」

という。）の活用等により、漁業者等による自主的な資源管理

を推進することとする。

なお、本県における海洋生物資源の保存及び管理の推進に当

たっては、他県からの入漁者の採捕実績に対し妥当な配慮を払

うものとする。

２ 知事管理量に関する事項

平成２０年及び平成２１年の知事管理量は、次表のとおりである。

第１種特定
海洋生物資
源

知 事 管 理 量

平成２０年 平成２１年

平成２０年１月
から１２月まで

平成２０年７月
から平成２１年
６月まで

平成２１年１月
から１２月まで

平成２１年７月
から平成２２年
６月まで

まあじ ５，０００トン ７，０００トン

まいわし 若 干 若 干

まさば及び
ごまさば

若 干 若 干

３ 知事管理量の採捕の種類別の数量に関する事項

平成２０年及び平成２１年の知事管理量の採捕の種類別に定める数

量は、次表のとおりとする。

また、資源に対する漁獲圧力が無視できるほど小さいと認めら

れる漁業種類については、数量を明示しないこととした。

第１種特定海洋

生物資源
採捕の種類

数 量

平成２０年１月
から１２月まで

平成２１年１月
から１２月まで

まあじ
中型まき網漁業
及び小型まき網
漁業

３，５００トン ４，９００トン

４ 知事管理量（まあじにあっては、採捕の種類別の数量）に関し

実施すべき施策に関する事項

� 中型まき網漁業及び小型まき網漁業については、許可隻数を

現状以下とする等従来の操業規制を維持するほか、経済的・合

理的な漁獲のための漁業者による自主的な管理を推進するため、

協定制度の普及及び定着を図ることとする。

なお、これらの漁業を営む者に対しては、採捕数量の報告を

義務付けることとする。

� まあじの採捕を目的とする一本釣り漁業及び遊漁については、

その実態の把握に努め、数量管理の在り方について検討するこ

ととする。

� まいわし並びにまさば及びごまさばについては、現状以上に

漁獲努力量を増加させることがないように努めるとともに、漁

獲数量が前年の漁獲実績程度となるように努めることとする。

５ 知事管理努力量に関する事項

平成２０年及び平成２１年の知事管理努力量は、次表のとおりであ

る。

愛 媛 県 報平成２１年６月９日 第２０７２号

５７２



雑 報
第２
種特
定海
洋生
物資
源

採捕
の種
類

知 事 管 理 努 力 量

瀬戸内海 瀬戸内海 宇和海 宇和海

平成２０
年４月
１日か
ら６月
３０日ま
で

平成２０
年９月
１日か
ら１１月
３０日ま
で

平成２１
年４月
１日か
ら６月
３０日ま
で

平成２１
年９月
１日か
ら１１月
３０日ま
で

平成２０
年１０月
１日か
ら１２月
３１日ま
で

平成２１
年１０月
１日か
ら１２月
３１日ま
で

さわ
ら

さわ
ら流
し網
漁業

１６，５９０隻
日

５，８８０隻
日

１６，５９０隻
日

５，８８０隻
日

７，４９０隻
日

７，４９０隻
日

６ 知事管理努力量の採捕の種類別及び海域別の数量に関する事項

平成２０年及び平成２１年の知事管理努力量の採捕の種類別及び海

域別に定める数量は、次表のとおりとする。

第２種
特定海
洋生物
資源

採捕の
種類 海 域 期 間 漁獲努力量

さわら

流し網漁
業 の う
ち、さわ
ら流し網
漁業及び
さごし、
めじか流
し網漁業

サワラ瀬戸内
海系群資源回
復計画に規定
する燧灘及び
安芸灘

平成２０年４月１日
から６月３０日まで

１６，５９０隻日

平成２１年４月１日
から６月３０日まで

１６，５９０隻日

サワラ瀬戸内
海系群資源回
復計画に規定
する伊予灘

平成２０年９月１日
から１１月３０日まで

５，８８０隻日

平成２１年９月１日
から１１月３０日まで

５，８８０隻日

サワラ瀬戸内
海系群資源回
復計画に規定
する宇和海

平成２０年１０月１日
から１２月３１日まで

７，４９０隻日

平成２１年１０月１日
から１２月３１日まで

７，４９０隻日

７ 知事管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項

� 瀬戸内海のさわらの資源の回復を図るため国が策定したサワ

ラ瀬戸内海系群資源回復計画の着実な実施を推進するとともに、

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６８条第１項の規定に基づく

瀬戸内海広域漁業調整委員会の指示による操業制限等が遵守さ

れるように努めることとする。

� さわら流し網漁業及びさごし、めじか流し網漁業については、

許可隻数を現状以下とする等従来の操業規制を維持するほか、

経済的・合理的な漁獲のための漁業者による自主的な管理を推

進するため、協定制度の普及及び定着を図ることとする。

なお、これらの漁業を営む者に対しては、操業海域ごとにそ

れぞれ４月１日から６月３０日までの間、９月１日から１１月３０日

までの間及び１０月１日から１２月３１日までの間における操業実績

の報告を義務付けることとする。

８ その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項

� 海洋生物資源の保存及び管理をより一層推進するためには、

より詳細かつ正確な資源状況の把握が必要であることから、漁

獲情報を的確に把握するとともに、資源に関する調査研究の充

実強化を更に進めることとする。

� 海洋生物資源の保存及び管理を推進するため、小型魚や産卵

親魚の保護等に向けた取組を進めることとする。

○公示送達

住所不明（ただし、最後の本籍地 愛媛県西予市城川町高野子５

００番地） 高 田 宏 明

住所不明 行 定 栄

住所不明 竹 森 弥平治

住所不明 竹 内 虎 八

住所不明 宇 治 由太郎

住所不明 赤 松 仁 吉

住所不明 竹 内 金太郎

住所不明 竹 内 浅治郎

住所不明 松 森 与太郎

住所不明 松 身 千太郎

住所不明 竹 内 兼次郎

住所不明 小 西 吉太郎

住所不明 金 谷 房 吉

住所不明 毛 利 市 造

住所不明 増 田 万 治

住所不明 金 谷 庄太郎

住所不明 桝 森 政 吉

住所不明 田 村 金 吾

住所不明 石 川 忠三郎

住所不明 酒 井 亀 吉

住所不明 竹 内 竹治郎

住所不明 平 岡 岩 吉

住所不明 矢 藤 安太郎

住所不明 竹 内 長 吾

住所不明 越 智 石太郎

住所不明 花 森 米治郎

住所不明 竹 内 安太郎

住所不明 増 田 友次郎

住所不明 井 上 直次郎

住所不明 毛 利 市太郎

住所不明 松 身 定治郎

住所不明 森 田 多四郎

住所不明 有 馬 安太郎

住所不明 赤 松 重太郎

住所不明 森 田 市太郎

住所不明 渡 辺 信太郎

住所不明 酒 井 元 吉

住所不明 酒 井 鶴 松

住所不明 酒 井 寅 松

住所不明 桝 森 千太郎

住所不明 毛 利 百太郎

住所不明 山 本 仁太郎

住所不明 田野岡 林三郎

住所不明 竹 内 大 造

住所不明 � 橋 谷五郎

住所不明 力 石 達 治

住所不明 竹 内 与太郎

住所不明 金 谷 宇三郎
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住所不明 岡 村 民 八

住所不明 有 馬 利三郎

住所不明 竹 内 関太郎

住所不明 竹 内 熊五郎

住所不明 金 谷 竹次郎

住所不明 岡 村 長太郎

住所不明 石 澤 留次郎

住所不明 渡 辺 作太郎

住所不明 酒 井 兼 松

住所不明 美 川 久太郎

住所不明 鶴 本 熊 治

住所不明 太 田 治 吉

住所不明 太 田 孫太郎

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第６６条第３項の規定に基づ

き上記の者に送達すべき次の書類は、当収用委員会事務局（愛媛県

土木部管理局用地課）において保管してあるので、出頭の上、その

交付を受けてください。

なお、この書類を受領しないときは、土地収用法施行令（昭和２６

年政令第３４２号）第５条第５項の規定により、平成２１年６月２９日を

経過した時にその書類の送達があったものとみなされます。

平成２１年６月９日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

平成２１年５月２７日付け裁決書
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○公示送達

住所不明（ただし、最後の本籍地 愛媛県西予市城川町高野子５

００番地） 高 田 宏 明

住所不明 千 葉 定次郎

住所不明 平 岡 岩 吉

住所不明 山 本 仁太郎

住所不明 行 定 栄

住所不明 舛 森 千太郎

住所不明 矢 藤 安太郎

住所不明 田野岡 林三郎

住所不明 竹 森 弥平治

住所不明 竹 内 長 吾

住所不明 竹 内 大 造

住所不明 竹 内 虎 八

住所不明 越 智 石太郎

住所不明 � 橋 為五郎

住所不明 宇 治 由太郎

住所不明 花 森 米治郎

住所不明 力 石 達 治

住所不明 赤 松 仁 吉

住所不明 竹 内 安太郎

住所不明 竹 内 与太郎

住所不明 竹 内 竹治郎

住所不明 竹 内 金太郎

住所不明 増 田 万 吉

住所不明 金 谷 宇三郎

住所不明 竹 内 浅治郎

住所不明 井 上 直次郎

住所不明 岡 村 民 八

住所不明 松 森 与太郎

住所不明 毛 利 市太郎

住所不明 有 馬 利三郎

住所不明 松 身 千太郎

住所不明 松 身 定治郎

住所不明 竹 内 関太郎

住所不明 竹 内 兼次郎

住所不明 森 田 多四郎

住所不明 竹 内 熊五郎

住所不明 小 西 吉太郎

住所不明 有 馬 安太郎

住所不明 金 谷 竹次郎

住所不明 金 谷 房 吉

住所不明 赤 松 重太郎

住所不明 一 森 紋太郎

住所不明 岡 村 長太郎

住所不明 毛 利 市 造

住所不明 森 田 市太郎

住所不明 吉 澤 留次郎

住所不明 増 田 友次郎

住所不明 渡 辺 作太郎

住所不明 渡 辺 信太郎

住所不明 金 谷 庄太郎

住所不明 酒 井 元 吉

住所不明 酒 井 兼 松

住所不明 舛 森 政 吉

住所不明 酒 井 鶴 松

住所不明 美 川 久太郎

住所不明 田 村 金 吾

住所不明 酒 井 寅 松

住所不明 鶴 本 熊 冶

住所不明 石 川 忠三郎

住所不明 太 田 孫太郎

住所不明 太 田 治 吉

住所不明 酒 井 亀 吉

住所不明 毛 利 百太郎

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第６６条第３項の規定に基づ

き上記の者に送達すべき次の書類は、当収用委員会事務局（愛媛県

土木部管理局用地課）において保管してあるので、出頭の上、その

交付を受けてください。

なお、この書類を受領しないときは、土地収用法施行令（昭和２６

年政令第３４２号）第５条第５項の規定により、平成２１年６月２９日を

経過した時にその書類の送達があったものとみなされます。

平成２１年６月９日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

平成２１年５月２７日付け裁決書

平成２１年６月９日 発行

愛 媛 県 報平成２１年６月９日 第２０７２号

５７４


